
第 6 章 地 盤 沈 下

本県の地盤沈下は建設省国土地理院が実施 した水準測量に よ っ て 、 鳥取市本町 (遷喬小学校) に あ る

一等水準点で昭和40年か ら 45年 ま でに13 . 8 cmの沈下が観測 さ れた 。

ま た 、 環境庁は昭和46年度 に地盤沈下 メ カ ニ ズ ム研究会に全国調査を委託 し 、 鳥取平野がそ の対象 と

して概況澗査が行われた。

県では 、 こ れ を契機 と して昭和48年度に専門家に よ る地盤沈下協議会を設置 し 、 昭和49年度鳥取市に

水準点 5 点を設置す る と と も に国土地理院に水準測量を要請 し 、 そ の後、 昭和51~53年度 に県 国土地

理院共同で、 昭和54年度以後は県単独で、 水準測量を実施 してい る 。

な お 、 崗査対象地域を鳥取県地盤沈下覊査協議会報告に基づいて 、 昭和61年度か ら一部変更 じた。

1 昭和60年度以前の測量との相違点

(1 ) 沈下が “まば安定 して き て い る 市街地南部におけ る 測量を縮小 し た。

昭和60年度以前 水準点 2L点 測量延長 23 . 1 km

昭和61年度以降 水準点 10 ,点 測量延長 14 . o km

(2) 千代川左岸の北部地域に仮点 ( 3 地点) を設置 し 、 測量を開始 した 。

2 平成 6 年度の測量によ る地盤沈下状況

平成 6 年度 (H5 . 7~H6 . 7) の 1 年間の地盤沈下状況は 、 水準点10,点 中最大が 、 秋里 [因幡浄苑

水準点番号(7)] の 0 . 74 cmで あ り 、 年間 1 cm以上の沈下が観測 さ れた地点は な か っ た 。

市街地北部の他の水準点につ い て は 、 江津 [ ,鳥取県立中央病院 水準点番号(8)] の 0 . 50 cmが最 も 大

き く 、 秋里 [荒木神社 水準点番号(9)] の0 . oo cmが最小 と な っ て い る 。

市街地南部におけ る沈下状況は 、 寿町 [西中正門前 水準点番号(1 )] で0 . 03 cm 、 本町一丁 目 [遷喬

小 水準点番号1067] で十0 . 01 cm と な っ て い る 。

3 沈下量の推移

昭和49年度か ら測量を実施 して い る 4 地点の中で、 最 も沈下量の大 き い 田 園町三丁 目 [国道29号線

田園町交差点北西10om 水準点番号029- 1 19] につ いてみ る と 、 昭和49~55年度の年間沈下量は 、 3 .

90~3 . 55 cmで 、 毎年ほぼ同程度の沈下量であ っ た の に対 し 、 昭和56年度か ら 年々 沈下量は減少 し て き

て お り 、 昭和60年度以降は 1 cm未満の沈下 と な り 、 平成 5 年度の沈下量 も 0 . 14 cm と な っ て い る 。

他の 3 地点につ い て も 、 平成 6 年度の沈下量 と 昭和49~平成 5 年度の年間沈下量を経年的に比較す

る と 、 年度に よ り 増減は あ る も の の 、 いずれの水準点 も 沈下量は減少か横ばい の状況であ る 。

ま た 、 昭和53~55年にかけて新た に測量を開始 し た 6 地点につ いて も 、 年度に よ り 増減は あ る も の
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の 、 沈下量は以前に比べて減少 して き てお り 、 中で も 累 。十沈下量が最大を示す田園町四丁 目 [建設省

鳥取工事事務所 水準点番号 ｢建｣ ] につい ては 、 平成 2 年度以降年間沈下量が 1 cm未満 と な っ てい

る 。

次に水準点の中で年間 2 cm以上沈下 した地点の数をみ る と 、 昭和56年度が 5 地点、 昭和57年度が 4

地点、 昭和58 、 59年度が 3 地点であ っ たが 、 昭和60年度以降は 0 地点 と な っ てい る 。

以上に よ り 全体的にみ る と 、 市街地北部を含め 、 鳥取市の地盤沈下は鈍化ま た は横ばいの傾向 と

な っ てい る 。

4 地盤沈下原因の推定

鳥取平野は 、 千代川 の流域に発達 し た沖積平野で 、 層厚50m程度の洪積層 と 層厚30m程度の沖積

層が発達 し 、 い わ る 軟弱地層 と な っ て い る 。

地盤沈下の原因につ いて は 、 沖積層の粘土層 、 特に軟弱な上部粘土層 (層厚 5 ~1om程度) の圧密

に よ る も の と 想定 さ れ る が 、 地層の状況、 地下水利用及び都市化の進捗状況等に よ り 地区に よ っ て
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表121 鳥取市内各水準点の沈下量 〈単位 cm〉

水 準 点 番 号
0 2 9

‐ 1 1 9

0 0 9

‐ 2 0 9
( 1 ) 1 0 6 7 ｢ 建 ｣ (7) (8 )

0 0 9

- 2 1 0
( 9) (1の

所 在 地 田園町三丁目 松並町二丁目 寿町 本町一丁目 田園町四丁目 秋里 江津 安長 秋里 秋里
平成 6 年度の沈下量

[H . 5 . 7 ~H6 . 7 ]
0 . 14 0 . 09 0 . 03 + 0 . 01 0 . 2 1 0 . 74 0 50 0 . 48 0 . 00 0 17

昭和49年度~

平成 6 年度の沈下量

[S49 . 6~H6 . 7 ]

( )は平均年間沈下量
34 . 9 1

( 1 . 84)

1 9 . 12

(0 . 96)

17 70

(0 . 89 )

1 2 . 34

(0 . 62 )

注2)

S53 . 7

~酷 , 7

35 . 00

( 2 . 1 9)

注3)

S55 . 7

~鷲 , 7

25 . 36

( 1 . 8 1 )

注3)

S55 . 7

~曲, 7

22 44

( 1 . 60 )

注3)

S55 . 7

~部 , 7

14 . 96

( 1 . 07)

注3)

S55 . 7

~H6 . 7

7 . 86

(0 . 56)

注3)

S55 . 7

~王部 ‐ 7

10 . 1 2

( 0 . 72 )

備 考 国道犯号線田園町交差点から北西一〇0m 国道9号線城北公園前
西中正門前

遷
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注 1 ) 02牙1 19 は 、 平成 2 年度に水準点が改埋 さ れたた め 、 平成 2 年度の沈下量を 0 と し て し ･ る 。

2 ) ｢建｣ は 、 昭和53年か ら測量を開始 した も の。

3 ) (7) 、 (8) 、 009-2 10 、 ( 9) 、 ⑩の 5 ,点は 、 昭和55年度か ら測量を開始 し た も の 。

4 ) 沈下量の 十 は 、 隆起を示す。
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注) 水準点を改埋 したため平成 2 年度は沈下量 0 と してい る 。
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第 7 章 そのほかの環境汚染物質

第 1 節 休廃止鉱山の重金属

｢農用地の土壌の汚染防止等に関す る 法律｣ (昭和45年12月 25 日 法律第139号) で は土壌汚染の原因

と な る物質の う ち 、 人の健康上問題が あ る も の と し て カ ド ゥ ム が 、 又 、 農作物の生育上問題が あ る も

の と し て銅、 砒素が指定 さ れて い る 。

カ ド ミ ウ ム につ いて は玄米中の含有量 1 mg/焔以上、 銅につ い て は土壌中 の含有量125 mg/焔以上、

砒素については土壌中の含有量15 mg/蛇以上の も の がそれぞれ被害があ る と さ れて い る 。

休廃止鉱山のな かでは 、 現在ま で鉱害と し て問題に な っ てい る も のは 、 岩美町荒金の岩美鉱山であ る 。

〔岩美鉱山〕 明治22年に開坑 さ れた鉱山で 、 銅を含んだ鉱水は下流の小田川流域の水田約140ヘ ク タ ー

ルに被害を及ぼ し 、 昭和46~47年にかけて実施 した澗査では88検体の玄米の う ち 22検体の玄米にカ ド ミ

ウ ム の人為的汚染 ( カ ド ミ ウ ム 0 . 4 mg/ kg以上) が認め ら れた が 、 食品衛生法上食品 と し て取 り 扱われ

な い カ ド ミ ウ ム 1 mg/蛇以上を含む玄米は認め ら れな か っ た。

ま た 、 土壌につ い ては 、 昭和54~60年にか けて実施 した覊査で米の収量に影響があ る と判断 さ れ る 12

5 mg/蛇以上の銅を含む土壌が 181地点中92地点あ り 、 こ の調査結果に基づ き 、 小 田川地域の農用地53 . 4

ha ( 台帳面積) を農用地土壌汚染対策地域 と し て昭和61年 2 月 14 日 指定 した 。 ま た 9 月 24 日 、 農用地

土壌汚染対策計画及び公害防止事業費事業者費用負担。十画 を樹立 し 、 昭和62年度か ら公害防除特別土地

改良事業に着工 し 、 土地改良対象面積114 . 9ha中 、 平成 6 年度中で100 . 7ha終了 してい る 。

な お 、 鉱害対策 と して昭和47~平成 6 年度に事業費累。十2 , 067 , 252千円 で坑廃水処理施設、 沈殿物堆

積場の設置及び整備 、 堆積場鉱害防止工事、 大切坑道補修工事等を行 っ て き てお り 平成 6 年度は事業

費136 , 800千円で鉱害防止工事等を実施 し た 。

第 2 節 水銀等重金属類の汚染状況

山
川=星

川げ罐==
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I
Iな1f

ミーl
l

水銀等に よ る環境汚染、 食品汚染の実態を知 る た め 、 農用地について土壌、 農作物澗査を実施す る と

と も に 、 県内水場魚介類10検体、 県外水場魚介類10検体について魚介類調査を行 っ た。 そ の結果は表の

と お り であ る 。

1 土壌、 農作物調査

小田川流域の水田 140ヘ ク タ ー ル に対 し 、 玄米中 の カ ド ウ ム 含有量につ い て 4 地点で調査を実施

した 。

そ の結果につ い てみ る と 、 玄米中の カ ド ミ ウ ム 含有量は 4 地点平均で0 . 39 mg/鱈であ り 、 ｢食品衛

生法｣ で定めて い る 玄米の カ ド ミ ウ ム基準値 1 mg/kg を上回 る も の は な く 、 食糧庁長官通達で食用以

外の用途に売却す る こ と. と さ れてい る 0 . 4 mg/庭以上が 2 地点で検出 さ れて い る 。
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表122 平成 6 年度調査結果 (単位 mg/kg )

地 区

玄 米 中 の カ ド ミ ウ ム

覊 査地点 数 最高値~最低値 平 均 値

岩 美 町 高 住

" 太 田

2

2

0 3 6 () 0 1 7

0 . 5 5 () 0 . 4 9

0 2 7

0 . 5 2

合 。十 4 0 5 5 () 0 1 7 0 3 9

資料 平成 6 年度農産園芸爆調査

2 魚介類調査

県内水場魚介類10検体、 県外水場魚介類10検体について総水銀の調査を行 っ た が 、 いずれ も暫定的

規制値 (昭和48年 7 月 23 日 厚生省暫定的規制) 総水銀0 . 4ppmを下回 っ て い る 。

表123 魚介類調査結果

区 分

総 水 銀

備 考

検 体 数 適 不 適 最 高 値 最 低 値 平 均 値

県内水場魚介類 10 10 O
PPm

0 . 1 0

PPm

0 . 0 1

PPm

0 . 0 4

県外水場魚介類 10 10 O 0 . 2 7 0 . 0 1 0 . 0 8

。十 20 20 O 0 . 2 7 0 . 0 1 0 . 0 6

同 平成 6 年度生活衛生課調査
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第 3 節 P C B の汚染状況

P C B に よ る 食品の汚染の実態を知 る ため暫定的規制値の設け ら れてい る 魚介類20検体の調査を行 っ

たが 、 いずれ も暫定的規制値 (昭和47年 8 月 24 日 厚生省暫定的規制) を下回 っ て い た。

表124 食品調査結果

種 類 別
総検

体数

検 出 値
暫定的

規制値
適 不適 備 考

最高値 最低値 平均値

魚介類
県 内 水 場 10

PP m

0 0 2

P P m

N D

PP m

0 0 1

P P m

0 5 10 O あ じ、 いわ し、 かつお、

かます、 かれい、 きす、

さば、 白いか、 とび う お、

はま ち、 ひ らめ、 かわはぎ

べにずわいがに、 さんま 、

赤はた、 しい ら、 たい、

めぼる 、 すずき

県 外 水 場 10 0 . 1 3 N D 0 . 0 2 0 . 5 10 O

。十 20 0 . 1 3 N D 0 0 2 0 5 20 O

(注) 平成 6 年度生活衛生爆巍査

N D 検出 さ れず (0 . 01未満)
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第 8 章 廃 棄 物

廃棄物の処理は 、 廃棄物の処理及び清掃に関す る 法律 (昭和45年法律第137号 、 以下 ｢廃棄物処理法｣

と い う 。 ) に基づい て行われて い る 。

近年 、 経済活動の活発化、 国民の生活様式の変化に伴い 、 廃棄物の発生量が増加 し 、 そ の種類 も 多様

化 して い る 一方で、 廃棄物処理施設の確保が困難 と な っ て お り 、 ま た廃棄物の不法投棄等の不適正な処

理が大 き な社会問題 と な る な ど 、 廃棄物の処理を取 り 巻 く 状況は極めて深刻な も の と な っ て い る 。

こ の た め 、 国 におい て廃棄物の処理に関す る諸制度の抜本的な見直 し が な さ れ 、 平成 3 年10月 に廃棄

物の排出抑制や減量化、 再生利用を 明示 した廃棄物処理法の大幅な改正が行な われた。 (平成 4 年 7 月

改正法施行)

今後の廃棄物対策は 、 経済社会活動の あ ら ゆ る 段階にお いて 、 廃棄物の発生を抑制 し 、 再利用 、 資源

化を徹底す る と と も に 、 適正処理を図 る こ と が基本 と な る 。

廃棄物処理法におい て は 、 廃棄物は 、 次表に示す と お り 事業活動に伴 っ て排出 さ れ る も の の う ち法令

で特定 さ れた産業廃棄物 と 、 そ れ以外の一般廃棄物に分類 さ れ る 。 一般廃棄物 と産業廃棄物は 、 それぞ

れの処理体系に従 っ て処理 さ れ る が 、 一般廃棄物の処理は市町村の固有事務 と さ れ 、 産業廃棄物は排出

事業者の処理責任が明定 さ れて い る 。

表125 廃棄物の分類

r 特別管理一般廃棄物 (法第 2 条第 3 項)

、 ごみ ごみ
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く 事業系一般廃棄物 )

ご み

　 　　　　　　　　　　　　 　 　　廃 棄 物

( 法第 2 条第 4 項 )

特別管理産業廃棄物 (法第 2 条第 5 項)

第 1 節 一般廃棄物

1 一般廃棄物の現況と対策

一般廃棄物は 、 し尿 と ごみ に大別 さ れ る が 、 市町村は こ れ ら の処理につ い て 、 廃棄物処理法に定め る

と こ ろ に よ り 所定の 。十画 を策定 し 、 こ れに基づ き再生 、 収集、 運搬 、 処理処分をす る こ と に な っ て い

る 。

収集 さ れた一般廃棄物を生活環境の保全上支障の な い よ う 適正に処理処分す る た め 、 各市町村におい
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て廃棄物処理施設の整備に努めて い る 。

( 1 ) し尿処理

し尿は 、 公共下水道において処理 さ れ る も の を除 き 、 市町村 組合が し尿及び浄化槽汚泥を 。十画的

に収集 し処理 して い る 。

近年、 公共下水道の整備及び浄化槽の普及に伴い 、 水洗化人 口 が増加 してい る ため 、 市町村 組合

の し尿処理施設に よ る処理量は減少 してい く 傾向 に あ る 。

し か し 、 下水道の整備には 、 長期にわた る建設期間が必要であ る こ と な どか ら 、 今後 も し尿処理施

設の役割は大 き い も の が あ る の が現状であ る 。

平成 5 年度におけ る し尿の処理状況につい ては 、 図13に示す と お り で あ る 。

ま た 、 し尿処理施設及び コ ニ テ ィ プ ラ ソ ト の整備状況等は表126及び表127に示す と お り であ る 。

図13 し尿処理系統図 (平成 5 年度) (単位 人, kQ)
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計画収集率A ⑧/① × 100= 44 . 4% 計画収集率B ⑧/④ × 100= 88 . 0%

自 家処理率A ⑨/① × 100= 6 . 1% 自 家処理率B ⑨/④ × 100= 12 . 0%

1 人 1 日 当た り し尿収集量 1 人 1 日 当た り 浄化槽汚でい収集量

(⑩+⑪-⑬) × 10 3 ÷⑧÷365= 1 . 5 1 ′ /入 日 ⑱ × 10 3 ÷⑥÷ 365= 0 . 90 ′ /入 日

1 人 1 日 当た り し尿排出量

(⑩+⑪十⑫-⑱) ･× 10 3 ÷④÷365= 1 . 54 “ /入 日

一136一



表126 し尿処理施設の整備状況

設置主体名
施 設 の

名 称
施 設 の 所 在 地

A

施 設 の

規 模

( kg/ 日 )

処理方式
稼 働 開

始 年 月

B

平 成 5
年度中の
年間処理
実 績
( kg / 年 )

B

A X年間
稼働日数

残 渣 量

( t /年)

東 部 広 域 行

政 管 理 組 合
因 幡 浄 苑

鳥取市秋里

1 0 3 7番地
1 7 0

好 気 性

消 化

昭和

46 . 1 1
7 7 , 3 4 2 1 . 2 5 137

中 部 広 域 行

政 管 理 組 合

中部 ク リ ー

ソセ ソ タ ー

倉 吉市小 田

46 8番地 1
1 4 0

標 準

脱 窒 素

平成

4 . 4
4 3 , 4 7 7 0 8 5 243

米 子 市 ほ か

9 か 町 村 衛

生 施 設 組 合

米 子

浄 化 場

米子市安倍

2 1 3番地
1 4 5

高 負 荷

脱 窒 素

平成

2 12
4 7 , 8 9 1 0 9 0 3 , 3 14

白 浜

浄 化 場

西伯 郡淀江 町

中 間 85 6 番地
8 0

高 負 荷

脱 窒 素

平成

2 . 12
2 4 , 1 3 1 0 . 8 3 360

境 港 市
境 港 市
浄 化
セ ン タ ー

境港市小篠津 町

36 3 2 番地 1
5 0

高 負 荷

脱 窒 素

平成

元. 12
1 5 , 2 3 6 0 . 8 3 812

日 野 町 ･ 江

府 町 ･ 日 南

町 衛 生 施 設

組 合

清 化 園
日 野郡江府 町大字

佐川 2 番地
3 0

三 段 活 性

汚 で い

昭和

58 . 3
6 , 3 4 1 0 . 5 8 36

。十 6 1 5 / 21 4 , 4 1 8 / 4 , 902

(平成 6 年 3 月 末現在)

表127 コ ミ ー テ ィ プ フ ソ ト

‘鑿どき 目 処 理 方 式
。十画処理人 口

(人)

実 処 理 人 口

国

。十 画 1 日

最 大 汚 水 量

( が / 日 )

稼 働 開 始 年 月

米子市河崎団地

汚 水 処 理 場
長時間ぼ っ 気 3 , 000 1 , 749 900 昭和48年 4 月

米子市富益団地

汚 水 処 理 場
た7 2 , 00O 1 , 820 600 昭和55年 4 月

米 子 市 旭 が 丘

汚 水 処 理 場
‘7 480 41 9 120 昭和55年 4 月

船 岡 町新庄地区

地域 し尿処理施設
接 触 ぼ っ 気 254 220 94 昭和62年 4 月

境 港 市 弥 生

下 水 処 理 場
ん7 1 , 250 1 , 057 340 平成 5 年 4 月

。十 6 , 984 5 , 265

(平成 6 年 3 月 末現在)
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(2) ごみ処理

地域住民の 日 常生活に伴 っ て排出 さ れ る ごみは 、 図14の と お り 年々増加す る傾向 にあ り 、 最終処分

場等処理施設の確保が困難化 してい る状況か ら 、 ごみの排出量を抑制す る と と も に資源化を推進す る

こ と が重要な課題 と な っ てい る 。

平成 5 年度におけ る ごみ処理の状況は 、 図16及び図17の と お り であ る が 、 市町村の収集計画に よ り

収集 さ れて い る も の は 、 計画処理区域内の総排出量の85% 、 直接搬入量は 9 % 、 自 家処理量は 6 %で

あ る 。

な お 、 ご み処理施設整備状況は、 表128、 表129の と お り であ る 。

図14 県内年間 ごみ排出量の推移

単位 ト ソ /年

茎境川 "E 250 poo
　 　　　 　 　 　　
r 増 量
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年 度
昭 和 5 9

年 度

昭 和 6 0

年 度

昭 和 6 1

年 度

昭 和 6 2

年 度

昭 和 6 3

年 度

平 成 元

年 度

平 成 2

年 度

平 成 3

年 度

平 成 4

年 度

平 成 5

年 度

□収集総量 163 , 992 1 6 3 , 6 1 2 1 7 3 , 1 9 1 1 86 , 97 2 1 94 , 56 8 2 02 , 1 0 5 204 , 26 3 202 , 60 7 203 , 56 3 20 1 , 66 7

□直接搬入 ごみ量 20 , 38 7 22 , 97 1 2 6 , 2 9 6 2 3 , 4 1 6 23 , 09 4 2 3 , 96 0 2 2 , 7 99 2 2 , 55 0 2 2 , 6 1 7 2 1 , 79 8

圀 自家処涎盪 32 , 87 2 26 , 1 9 0 2 2 , 64 3 23 , 38 7 2 1 , 4 00 1 9 , 46 6 1 7 , 08 7 1 3 , 68 5 1 3 , 63 5 1 3 , 594

。十 2 1 7 , 25 1 2 1 2 , 77 3 222 , 1 3 0 23 3 , 77 5 239 , 06 2 245 , 53 1 244 , 1 4 9 238 , 84 2 2 39 , 8 1 5 2 37 , 05 9



図15 ごみ処理系統図 (平成 5 年度) (単位 人, t )
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図16 ごみ処理の状況 (平成 5 年度)
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表128 ごみ処理施設 (粗大 ごみ処理施設を除 く ) 整備状況 (平成 6 年 3 月 末現在)

設置主体名 施設の名称 施設の所在地

A

頻樅
(t/ 日 )

炉型 式
稼働開

始年月

B

平 成 5
年度中の
解離
実 績
( t / 年 )

稼働率
B

(会 費 嬢)
残渣量

( t / 年 )

鳥 取 市
鳥取市神谷

清 掃 工 場
鳥取市西今在家地内 270

全 連 続

燃 焼 式

平成

3 . 1 1
4 9 , 9 8 0 Q . 5 5 5 , 7 2 8

国 府 町 こ く ふ浄苑
国府町岡益

524 , 525
6
機 械 化

バ ッ チ式

昭和

46 . 1 2
2 , 3 2 7 1 5 8 1 8 0

岩 美 町
岩 美 町

清 掃 工 場

岩美町大字浦富字坊

谷
30 イン

昭和

53 . 6
2 , 9 8 0 0 . 4 5 33 9

福 部 村 福 部 浄 苑 福部村大字中109 6 ん7
昭和

50 . 4
9 9 5 0 . 5 8 7 9

河 原 町
河 原 町

ごみ処理場

河原町大字郷原

434 -2
8
機 械 化

バ ッ チ式

昭和

52 . 4
2 , 7 2 0 1 1 3 273

若 桜 町
若 桜 町 営

塵芥処理場
若桜町大字浅井 1 0 ん7

昭和

5 1 . 5
1 , 0 0 8 0 3 5 2

1

智 頭 町
智 頭 町
ク リ ー ン
セ ン タ ー

智頭町南方57 1 6
機 械 化

バ ッ チ式

平成

2 . 4
2 , 1 2 1 0 . 4 5 2 2 0

八 頭 東 部

環境施 設組合

組 合 立

ごみ処理場

船岡町大字水 口

142 -- 2
20 "ッ

昭和

50 . 1 0
5 , 3 82 0 9 3 22 1

佐 治 用 瀬 ご み

処理施 設組合
れッ

佐治村大字葛谷字水

工谷478-2
1 2 乙ッ

昭和

48 . 7
2 , 1 1 4 0 6 2 6 9

気 高 郡

衛生施 設組合
ん7

気高町大字八束水字

ガー ガ谷
20 ん7

昭和

48 . 4
4 , 5 0 4 0 7 4 37 1

中 部 広 域

行政管理組合

向 山

清 掃 工 場
倉吉市和田東町893 36 乙7

昭和

44 . 8
8 , 6 3 6 0 . 9 2 1 , 1 1 2

東 伯

清 掃 工 場
東伯町田越104 50 たり

昭和

49 . 1 2
1 9 , 4 3 9 1 . 4 9 1 , 6 9 5

米 子 市
米 子 市

清 掃 工 場
米子市河崎3333 290

連 続

燃 焼 式

昭和

54 . 4
5 3 , 6 0 6 0 5 4 7 , 1 38

境 港 市
境港市清掃

セ ン タ ー
境港市中野町2080 6 0

准 連 続

燃 焼 式

昭和

63 . 1

1 2 , 36 1

( 1 8 )
0 7 1 1 , 3 6 1

西伯町ほか二か町清

掃 施 設 管 理 組 合
能竹焼却場 西伯町能竹 10

機 械 化

バ ッ チ式

昭和

55 . 6
1 , 6 2 7 0 . 5 2 1 6 6

日 吉 津 村
日 吉 津 村

塵芥処理場

日 吉津村 日 吉津

1866
3 んッ

昭和

56 . 1
1 , 1 6 0 1 2 8 9 9
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設置主体名
施 設 の

名 称
施 設 の 所 在 地

A

施 設 の

規 模

( t / 日 )

処理方式
稼 働 開

始 年 月

B

平 成 5
年度中の
年間処理
実 績
( t / 年 )

B

A X年間
稼働日数

残 渣 量

( t/年 )

淀 江 町
淀 江 町

ご み 焼却場

淀 江 町 大 字福 岡

字 高 尾 谷
1 0

機 械 化

バ ッ チ 式

昭 和

53 . 4
2 , 1 1 7 0 9 6 2 1 4

大 山 町
大 山 町環境

美化セ ン タ ー
大 山 町 豊 房 1 2

機 械 化

バ ッ チ 式

昭 和

56 . 1
1 , 4 5 4 0 . 4 3 1 4 3

名 和 町
名 和 町

塵芥処理場

名 和 町 大 字 大 塚

8 7 7 -‐ 2

3
固 定

バ ッ チ 式

昭 和

44 . 4
7 6 3 0 . 8 2 54

5
機 械 化

バ ッ チ 式

昭 和

51 . 4
1 , 1 1 0 1 . 0 0 1 1 8

中 山 町
中 山 町

清掃セ ン タ ー

中 山 町 羽 田 井

1 4 1 9 ‐ 3 2 4
7 れ7

平 成

3 . 5
7 2 0 0 7 1 7 3

日 野 町
日 野 町

塵芥処理場
日 野 町 黒 坂 1 8 7

3
固 定

バ ッ チ 式

昭 和

45 . 7
3 9 2 0 . 4 4 48

5
機 械 化

バ ッ チ 式

昭 和

53 . 4
8 0 2 0 . 5 4 1 1 2

日 南 町
日 南 町

清掃セ ン タ ー

日 南 町 下 石 見 字

九 畝 田
1 0

機 械 化

バ ッ チ 式

平 成

2 . 6
6 8 2 0 . 4 3 1 0 9

江 府 町
江 府 町

塵芥処理場
江 府 町 江 尾 4 7 5 5

機 械 化

ハ ッ チ 式

昭 和

54 . 4
1 , 5 2 5 0 9 1 8 8

溝 口 町
溝 口 町

清掃セ ン タ ー
溝 口 町 福 島 1 0 ん7

平 成

元. 4
1 , 2 8 7 0 . 5 6 1 42

。十 9 1 7 /
18 1 , 8 1 2

( 1 8 ) /20 , 1 5 4

俎) 境港市の年間処理実績中 ( 18 ) と あ る の は 、 資源化量内書であ る 。

(平成 6 年 3 月 末現在)

設置主体名 処理場名 型 式

A

公称能力

( t / 日 )

稼働開始

年 月

B皸5轆
年間処理
実 績
( t / 年 )

資 源

化 量

C

稼 働 日 数

中 部 広域行政

管 理 組 合

向 山

清 掃 工 場
圧縮 破砕併用 50

昭和

48 . 4
831 5 18 2 7 2

西部 広域行政

管 理 組 合

岸 本 中 間

処 理 場
圧縮 50

平成

元 . 1
12 , 952 O 2 7 6

。十 1 00 13 , 783 5 18

表129 粗大 ごみ処理施設
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収集さ れた廃棄物は 、 可能な限 り 焼却、 破砕等の中間処理を行 っ た後、 最終処分場におい て埋立処

分 さ れて い る が 、 市町村が一般廃棄物を埋立処分 して い る最終処分場は表130の と お り で あ り そ の

残余容量の合。十は平成 5 年度末で約56万m3 と な っ て い る 。

一方、 平成 5 年度中 に最終処分場に埋立処分 さ れた一般廃棄物は約 9 万がと な っ て い る 。

従 っ て 、 最終処分場の残余容量の合。十 と 年間埋立処分量か ら みて 、 平成 5 年度末において 6 年間程

度の処分が可能な状況と な っ てい る が 、 ごみ の量が増加す る一方で最終処分場の設置が年々 困難と な っ

て き てい る の で、 。十画的な最終処分場の確保 と と も に 、 ごみの減量化を強力に推進す る こ と が必要で

あ る 。

表130 一般廃棄物最終処分場整備状況 (平成 6 年 3 月 末現在)

設置主体名 最終処分場名 所 在 地

埋立て

開 始

年 月

埋立て

終了予

定年月

面 積

(寸)

全 体

容 量

(が)

5 年度
埋立て

実 績

(mツ年)

残 余

容 量

(可)

東部広域行政

管 理 組 合
末恒不燃物処理場

鳥取市伏野

2228

昭 和

5 9 4

平 成

9 3
42 , 20 0 450 , 9 00 3 1 , 65 7 11 7 , 68 2

岩 美 町
岩 美 町 清 掃

工 場 灰 捨 場

岩美町大字恩志

字奥飯部
5 3 . 9 8 . 3 9 50 5 , 700 33 9 2 6 1

国 府 町 こ く ふ 浄 苑
国府町大字岡益

524
4 6 . 1 2 6 . 3 950 4 , 575 1 1 4 O

河 原 町 河原町ごみ埋立地
河原町大字中井

437
4 7 . 4 9 . 3 5 , 700 1 7 , 1 00 1 , 5 1 1 6 , 83 3

若 桜 町
若 桜 町 営

不 燃 物 処 理 場
若桜町大字浅井 4 6 . 4 7 . 3 4 , 5 5 3 22 , 7 65 1 4 8 2 50

中部広域行政

管 理 組 合
東 伯 埋 立 地 東伯町大宇田越 4 9 . 1 2 1 0 . 3 8 , 0 0 0 74 , 000 9 , 50 0 22 , 0 0 0

環境ブ フ ソ ト
工業株式会社

西部広域行

政管理組合

業 務 委 。

環境 プ フ ソ ト 工 業

一般廃棄物最終処分場

淀江町大字小波

字泉原
6 4 1 6 3 20 , 74 1 1 2 1 , 7 32 1 5 , 00 0 O

環境 プ フ ソ ト 工 業

一般廃棄物最終処分場

( 第 2 処 分 場 )

淀江町大字小波

字泉原

平 成

5 9
2 0 . 9 28 , 26 7 443 , 9 42 28 , 1 3 0 4 1 5 , 8 1 2

境 港 市 不 燃 物 埋 立 地 境港市渡町1 19
昭 和

4 6 . 5
6 . 3 1 0 , 0 1 0 70 , 962 2 , 8 1 7 O

。十 //121 , 3 7 1 1 , 2 1 1 , 6 76 8 9 , 2 1 6 562 , 8 3 8
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(3 ) 浄 化 槽

近年、 生活水準の 向上、 生活様式の変化等に伴い 、 便所の水洗化への要望がた か ま り 県内の浄化

槽の設置基数 も 図17の と お り 毎年約2 , 000基程度増加 して お り 平成 6 年度末には45 , 218基を数え て
い る 。

こ れ ら の浄化槽が所期の機能を発揮す る ため には 、 設置工事、 保守点検 ･ 清掃等を適正に実施す る

こ と が必要であ る が 、 こ の専門的な知識、 技能 、 経験を有 して い る 業者と して法律及び条例の規定に

よ り 知事の登録等を受けた浄化槽工事業者及び浄化槽保守点検業者の数は表132 、 表133の と お り で あ

る 。 ま た 、 台所排水な どの生活雑排水に よ る湖沼 、 河川 の汚濁が進んでい る が 、 し尿 と併せて生活雑

排水を処理で き る 合併処理浄化槽は 、 下水道未普及地域におけ る 生活雑排水対策 と して有効であ る 。

こ のため県におい て は 、 指導要綱に よ り 県下全域、 処理対象人員が51人以上の浄化槽を設置す る 場

合には合併処理浄化槽と し な ければな ら な い こ と と し て い る 。

し か し 、 県内 に設置 さ れてい る 浄化槽の大部分が家庭用の小規模な も のであ る こ と か ら 、 家庭用浄

化槽につい て も 合併処理浄化槽の普及を図 る こ と が課題 と な っ て い る 。

こ の ため 、 合併処理浄化槽の生活雑排水対策上の有効性の啓発に努め る と と も に 、 平成 2 年度か ら 、

国庫補助 と併せて合併処理浄化槽設置に対す る 県費補助を行 っ て お り 、 平成 4 年度か ら補助対象区域

を全県下に拡大 し 、 合併処理浄化槽の設置推進に努めて い る と こ ろ であ る 。

図17 浄化槽設置基数の推移

単位 基

45 , 218

40 , 000

30 , 000
28 , 247

26 , 142
盟 , 3第

銘 , 667

20 , 000

O

難撃 59 6o 61 62 63 義元 2 3 4 5 6
度 " " " " " " " “ " " “
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表131 保健所別浄化槽設置基数 (平成 7 年 3 月 末現在)

人槽 ＼＼~＼＼保健所 鳥 取 郡 家 倉 吉 米 子 根 雨 。十

~ 2 0 1 2 , 524 2 , 68 4 7 , 1 1 1 1 4 , 80 0 755 37 , 874

2 1 ′~ 5 0 1 , 42 1 258 992 1 , 942 1 57 4 , 7 70

5 1 () 1 0 0 458 1 08 346 63 9 68 1 , 6 1 9

1 0 1 () 2 0 0 1 44 32 1 22 2 05 25 528

2 0 1 () 3 0 0 59 1 9 52 70 1 2 2 1 2

3 0 1 () 5 0 0 37 1 0 32 4 1 7 1 27

小 口十 1 4 , 643 3 , 1 1 1 8 , 6 5 5 1 7 , 6 9 7 1 , 0 24 4 5 , 1 3 0

5 0 1 () 1 , 0 0 0 23 3 8 30 1 65

1 , 0 0 1 ^) 2 , 0 0 0 6 1 5 2 1 4

2 , 0 0 1 () 3 , 0 0 0 1 4 5

3 , 0 0 1 () 4 , 0 0 0 2 2

4 , 0 0 1 ~ 1 1 2

小 。十 3 1 4 8 42 3 88

合 。十 1 4 , 6 7 4 3 , 1 1 5 8 , 6 6 3 1 7 , 7 39 1 , 0 2 7 45 , 2 1 8

表132 浄化槽工事業者数

項 目 登 録 業 者 届 出 業 者 合 。十

業 者 数 15 239 254

(平成 7 年 3 月 末現在)

表133 浄化槽保守点検業者数

保 健 所 名 鳥 取 郡 家 倉 吉 米 子 根 雨 合 。十

業 者 数 19 1 9 32 3 64

(平成 7 年 3 月 末現在)

旭) 業者数 と は 、 主た る 営業所の所在地に よ る 。
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(4) 監視 ･ 指導状況

廃棄物処理法第19条並びに浄化槽法第53条に基づ く 立入検査状況は次表の と お り であ る 。

表134 廃棄物関係監視 指導状況 (平成 6 年度)

＼
- ‐ 般 廃 棄 物

下 榮
水 処:
道 漿 合話し尿処理施設 浄化槽 み処理施設

粗 処

大 理

ご 施

み 設 その他 小計
立 入 検 査 件 数 49 573 70 O 20 712 28 740

理化学検査件数 46 361 66 O 19 492 22 514

2 減量化対策

改正 さ れた廃棄物処理法では 、 排出 さ れた廃棄物を焼却等中間処理 し 、 最終処分す る な ど 、 い か に

し て処理す る か と い う 従来の廃棄物処理の考え方を転換 し 、 減量化や資源化、 再生利用 を 国民 、 事業

者等関係者の責務 と して 明示 した ほ か 、 市町村に廃棄物減量等推進審議会の制度が新設 さ れ る な ど減

量化を進め る ため の諸施策が整備 さ れた。

ごみ の減量化、 資源化は 、 住民、 事業者 、 行政の三者が一体と な っ て取 り 組むべ き重要課題であ る 。

県では 、 ご み の減量化、 資源化を広域的に進めて い く た め 、 平成 5 年 3 月 に 、 ① ごみ の排出抑制、

②資源回収の推進、 ③再生品利用の推進、 ④啓発普及、 ⑤減量化、 リ サ イ ク ル推進体制の確立を基本

方針 と す る ｢ ご み減量化 リ サ イ ク ル推進に関す る基本。十画｣ を策定 し た 。

こ の 。十画では 、 住民、 事業者、 行政が果たすべ き役割を 明 ら か に して お り 、 県では 、 。十画の具体的

実施に向けて各種の施策を積極的に行 っ て い く と と も に 、 広 く 県民に啓発、 普及を図 っ て い く こ と と

して お り 、 平成 6 年 3 月 に 、 住民、 事業者、 行政に よ っ て構成す る ｢鳥取県 ごみ減量化 ･ リ サ イ ク ル

推進協議会｣ を設置 し 、 平成 6 年 5 月 には 、 同協議会を開催 し 、 各主体の取組状況の発表、 意見交換

等を行い 、 ご み の減量化 リ サ イ ク ル推進の気運の高揚を図 っ た と こ ろ であ る 。

第 2 節 産業廃棄物

1 産業廃棄物の現況

事業活動に伴 っ て排出 さ れ る産業廃棄物は 、 生産活動の拡大に よ り 増加の一途を た ど り ま た 、 質

的に も 多様化す る 状況に あ る 。

ま た 、 産業廃棄物処理施設の設置に当た っ て 、 地元住民等の理解を得 る こ と が困難な場合 も 多 く 、

処理施設の確保難や不法投棄な どの不適正処理が問題 と な る な ど 、 産業廃棄物を め ぐ る 状況は 、 極め

て深刻な も の と な っ て い る 。

こ う い っ た状況の な かで 、 平成 3 年10月 に 、 廃棄物処理法が全面改正 さ れた と こ ろ であ り 県では
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新 し い法秩序の も と で 、 こ れ ら の課題に適切に対応す る ため に 、 昭和b7年に策定 した第 2 次鳥取県産

l 業廃棄物処理。十画を見直 し 、 ｢排出事業者処理責任に よ る 適正処理の推進｣ 、 ｢減量化 再資源化等
の推進｣ な ど を主眼と した第 3 次鳥取県産業廃棄物処理。十画 を平成 4 年 3 月 に策定 した と こ ろ であ る 。

( 1 ) 産業廃棄物の発生状況

平成 2 年度に実施 し た産業廃棄物実態調査 (以下 ｢実態調査｣ と い う 。 ) に よ る と 、 平成元年にお

け る 県内 の産業廃棄物の推。十発生量は 、 2 , 956 , 060 ト ン で 、 業種別比率は 、 農業39 . 2%、 鉱業24 . 5% 、

製造業24 . 0% 、 建設業9 . 2% と な っ てい る 。
　

ま た 、 種類別比率は 、 汚でい46 . 6% 、 家畜ふ ん尿39 . 2% 、 建設廃材7 . 6% と な っ て お り こ の 3 種

- - 類で全体の約94%を 占めてい る 。
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竪
主

発生量 農 業 発生量 汚でい

議巻数,郷剱t妊 39･ 2 % 2 '鴇総身奔 46･ 6 %1 00. 0 %

鉱 業 家畜ふん尿
24. 5 % 39. 2 %

　　 　 　 　 　 　　　　　 　 　 　　 　　　　　　
川 (平成元年 農業を含む 。 ) 2 , 9 5 6 千 ト , く め。 %)2, 849 千 ト ン ( 1 0 0 %)

そ の他

建設廃材

1 9 5 ( 6 . 6 )

2 26 ( 7 . 6 )

1 9 2 ( 6 . 7
3 3 L 2

9 1 7 ( 3 2 . 2 )
1 , 1 5 8 ( 3 9 . 2 ) 家 畜 ふん尿

1 , 707 ( 59 . 9 )
1 , 3 7 7 ( 46 . 6 ) 汚で い

昭和 55 年 平成元年

図20 産業廃棄物発生量の昭和55年 と の比較 (農業を含む。 )
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L 1 1 0 , 7 83 -
( 6 . 2 % ) →-減-量 -食量 l
〔 6 . 5 % ) 1 , 2 2 1 , 1 7 0 !

( 6 8 . 0 % )

〔 7 2 . 0 % 〕

J 中 間処理量 1 J 残 渣 量 -
1 1 , 40 7 , o o6 ｣ 1 1 85 , 8 36 I

( 7 8 . 4 % ) ( 1 0 . 4 % )

〔 8 3 . 0 % 〕 〔 1 1 . 0% 〕

J 未 処 理 量 l

( 1 0 0 . 0 % )

( 9 4 . 5 % )

〔 1 0 0 . 0 % 〕

( 9 . 9 % ) ( 2 . 7 % )

( ) は 発生量 に対す る 割合 〔 1 0 . 5 % 〕 〔 2 . 8 % 〕

〔 〕 は排 出 量 に対す る 割合 図21 産業廃棄物の発生及び処理 処分状況

(2) 産業廃棄物の処理 ･ 処分状況

実態凋査に よ っ て推定 さ れた産業廃棄物の処理 処分状況は図21の と お り であ る 。

(3 ) 排出量の将来予測

実態澗査か ら 、 本県の産業廃棄物排出量 (農業を除 く 。 ) の将来予測を み る と 、 排出量は 、 今後 も

増大 し 、 平成12年には 、 平成元年の 1 , 695 , 348 ト ン の約1 . 12倍の 1 , 899 , 767 ト ン に達す る も の と 予測 さ

れ る 。
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その他
5 . O

木 く ず
2. 3

そ の他

4. 1 ′そ雛
建設業

1 5 . 6

その他
5 . 3

木 く ず
2. 6

建長廃材
1 2 . 7

製造業

37 . 8

製造業

39. 5

汚でい

7 9 . 6

汚でい

80 . 6

鉱 業

35 . 4

鉱 業

4 1 . 8

平成元年 平成1 2年 平成元年 平成1 2年

1 , 6 9 5 , 3 48 t /年 1 , 89 9 , 7 67 t /年 1 , 6 9 5 , 3 48 t /年 1 , 89 9 , 76 7 t /年
( 1 00. 0 ) ( 1 00 . 0 ) ( 1 0 0 . 0 ) ( 1 0 0 . 0 )

図22 業種別将来予測量 図23 種類別将来予測量
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l i (4) 産業廃棄物処理業の許可の現況

i 産業廃棄物の処理を業 と し て行
　

産業廃棄物の処理を業 と し て行お う と す る者は 、 当該業を行お う と す る 区域を管轄す る都道府県

知事の 。午可を受けな ければな ら ない が 、 本県 にお け る 。午可の現況は表135の と お り で あ り 産業廃

棄物処理業者の平成 4 ~ 6 年度事業実績は表136の と お り で あ る 。
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表135 産業廃棄物処理業者の 。午可の現況 (平成 7 年 3 月 末現在)

業 の 種 類 産業廃棄物処理業
特 別 管 理 産 業

廃 棄 物 処 理 業
。十

県内業者
収 集 ･ 運 搬 1 0 5 1 1 1 1 6 ( 1 0 7 )

中 間 処 理 2 1 3 ( 3 )

最 終 処 分 3 O 3 ( 3 )

収 集 ･ 運 搬 、 中 間 処 理 2 3 5 2 8 ( 2 3 )

収 集 ･ 運 搬 、 最 終 処 分 1 3 O 1 3 ( 1 3 )

収 集 ･ 運 搬 、
中 間 処 理 、 最 終 処 分

5 O 5 ( 5 )

小 口十 1 5 1 1 7 1 6 8 ( 1 5 4 )

県外収集 ･ 運搬業者 1 3 0 4 1 1 7 1 ( 1 3 7 )

合 。十 2 8 1 5 8 3 3 9 ( 2 9 1 )

備考( 1 ) 特別管理産業廃棄物処理業 と は 、 産業廃棄物の う ち 、 爆発性、 毒性 、 感染性そ の他の人の健

康ま たは生活環境に係 る 被害を生ず る おそれが あ る 性状を有す る ｢特別管理産業廃棄物｣ を

取扱処理業者であ り 、 産業廃棄物処理業者 と は 、 ｢特別管理産業廃棄物｣ 以外の産業廃棄物

を取 り 扱 う 処理業者であ る 。

(2) 。十 の ( ) 内 は 、 産業廃棄物処理業 と 特別管理産業廃棄物処理業の許可を併せ持つ処理業者

を差 し引 い た実業者数であ る 。

表136 産業廃棄物処理業者の事業実績

区 分
処 理 実 績 ( t / 年 )

平 成 4 年 度 平 成 5 年 度 平 成 6 年 度

収 集 運 搬 量 1 5 9 , 4 9 5 1 2 5 , 4 9 6 1 5 7 , 9 8 9

中 間 処 理 量 3 7 , 5 5 9 8 0 , 7 4 8 9 9 , 4 2 7

最 終 処 分 量 6 8 4 3 6 5 9 5 2 2 6 7 4 4 8

(5 ) 産業廃棄物処理施。受の 。没置状況

① 中間処理施設の設置状況

発生 した産業廃棄物は事業者又は産業廃棄物処理業者の設置す る 中間処理施設に よ り 可能な限

り 減量化 さ れ る が 、 こ れ ら の 中間処理施設の う ち一定規模以上の も の につい て は ｢産業廃棄物処

理施設｣ と し て 。午可を受け る こ と と さ れて お り 県内 の 。午可施設設置状況及びそ の処理実績は表

137の と お り で あ る 。
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表137 中間処理施設の設置状況 (平成 7 年 3 月 末現在)

施 設 の 種 類 施 設 数 処 理 能 力 平成 6 年度処理実績

汚 泥 の 脱 水 施 . 波 礎)
3 , 5 8 4 rn3 / 日

( 3 , 6 2 7 )
3 6 3 , 4 5 7 t

( 3 7 0 , 8 6 3 )

汚 泥 の 乾 燥 施 設
3

( 4 )
8 4 r1【ゞ / 日

( 1 0 2 )
2 0 , o o o t

( 2 0 , 0 0 0 )

汚 , 泥 の 焼 却 施 設
4

( 5 )
1 3 5 r1【13 / 日

( 1 3 7 )
2 0 , 1 2 4 t

( 2 0 , 3 4 5 )

廃 油 の 油 水 分 離 施 設
1

( 2 )
4 0 が / 日

L 4 6 )
7 , 2 0 o t

( 9J 5 5 3 )

廃 油 の 焼 却 施 設 ( る
8 が / 日

( 8 ) ( 8 8 8 ゞ
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類の破砕施設

1

( 2 )
2 1 4 t / 日

( 2 5 . 9 ) ( 6 1 2 )t
廃 プ フ ス チ ッ ク 類の焼却施設 ( 8 )

1 9 . o t / 日
( 1 9 . 3 )

2 , 7 7 3 t
( 3 , 8 9 7 )

シ ア ン 化 合 物 の 分 解 施 設 8 5 1 . 2 が / 日 8 t

木 く ず の 焼 却 施 設 ば)
1 2 1 t / 日

( 1 2 3 )
3 , 4 2 9 t

( 4 , 2 1 3 )

(注) ( ) 内 は 、 。午可規模未満の処理施設で県で把握 して い る も の を含む。

② 最終処分場の設置状況

発生 した産業廃棄物は 、 中間処理に よ り 可能な限 り 減量化 さ れた後 、 最終処分場において埋立

て処分 さ れて い る が 、 事業者及び産業廃棄物処理業者が設置す る 最終処分場の設置状況は表138

の と お り であ る 。

表138 最終処分場の設置状況 (平成 7 年 3 月 末現在)

設 置 主 体 施 設 数 平成 6 年度の処理実績

事 業 者 ( 1 8 )
1 , 9 6 4 t

( 2 , 9 4 9 )

産 業 廃 棄 物 処 理 業 者
1 9

( 2 5 )
6 4 , 0 2 7 t

( 6 5 , 4 8 4 )

合 。十
2 4

( 3 5 )
6 5 9 9 1 t

( 6 8 , 4 3 3 )

同 ( ) 内 は 、 許可規模未満の処理施設で県で把握 して い る も の を含む。

(6) 監視 ･ 指導状況

産業廃棄物関係の監視 指導状況は表139の と お り であ る 。

表139 産業廃棄物関係監視 ･ 指導状況

立 入 場 所 立 入 検 査 件 数 理 化 学 検 査 件 数

排 出 事 業 所 1 9 9 3 4

産 業 廃 棄 物 処 理 業 者 2 4 1 7

中 間 処 理 施 設 1 3 1 4 7

最 終 処 分 場 2 7 2 1 3 4

そ の 他 2 8 6 2 6

合 。十. 9 1 2 2 5 8

(平成 6 年度)
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2 産業廃棄物処理対策

(1 ) 産業廃棄物処理。十画の基本方針

県内で発生す る 産業廃棄物を適正に処理す る こ と は 、 産業活動の 円滑な推進の みでな く 、 生活環境

の保全及び公衆衛生の向上を図 る う えで 、 極めて重要であ り 、 第 3 次鳥取県産業廃棄物処理。十画では

次の事項を本計画に よ る 産業廃棄物処理の基本方針 と して い る 。

ァ 事業者処理責任に基づ く 適正処理の推進

事業者は 、 そ の事業活動に よ っ て排出す る 産業廃棄物を 、 自 ら の責任 と 負担におい て適正に処

理 し な ければな ら な い 。

事業者は 、 産業廃棄物処理業者 (以下 ｢処理業者｣ と い う 。 ) への委託に よ り 産業廃棄物を処

理す る場合であ っ て も 産業廃棄物が適正に処分 さ れ る ま で 、 そ の産業廃棄物に責任を持た な け

ればな ら な い 。

処理業者は 、 受託 し た産業廃棄物を適正に処理 し な ければな ら な い 。

イ 減量化 ･ 再資源化等の推進

事業者は 、 生産工程の改善等に よ り 産業廃棄物発生量の抑制に努め る と と も に 、 事業者及び処

理業者は、 積極的に資源化 ･ 有効利用 を促進 して 、 処理必要量の減量に努め る も の と す る 。

事業者及び処理業者は 、 産業廃棄物の処理に当た っ て は 、 適切な中間処理に よ り 極力減量化を

図 る と と も に 、 安定化、 無害化に努め る も の と す る 。

ウ 最終処分場等必要な産業廃棄物処理施設の確保

事業者及び処理業者は 、 周辺環境等に配慮 した設置。十画の も と に 、 県民の理解 と協力 を得な が

ら 、 最終処分場等必要な産業廃棄物処理施設の確保を 図 る も の と す る 。

県及び市町村は 、 生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図 る と と も に 、 産業の育成振興を図 る

観点か ら適正な産業廃棄物処理施設の確保につい て協力す る も の と す る 。

ェ 県が関与 し た産業廃棄物処理施設の検討

県は 、 県内で発生 した産業廃棄物の適正処理を確保す る ため 、 公共関与に よ る 産業廃棄物処理

の実施方策につ いて検討を行い 、 必要な施策を講 じ る よ う 努め る も の と す る 。

オ 不適正処理防止対策の強化

県は 、 市町村の協力 を得な が ら 、 産業廃棄物処理に関す る 監視 指導や不法投棄パ ト ロ ー ル な

ど不適正処理防止対策の強化に努め る も の と す る 。

(2) 産業廃棄物処理対策

産業廃棄物の適正処理を 図 る ため 、 第 3 次鳥取県産業廃棄物処理。十画 を基本 と し た各種の施策を推

進 し て い る 。

ァ 事業者 、 処理業者への指導、 監督

事業者及び処理業者に対 し て 、 排出事業者処理責任の 明確化、 排出量の抑制 減量化、 再生資
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源化の推進及び適正処理の確保等につ い て助言 指導、 監督の強化を図 り 産業廃棄物の適正処

理を推進 し て い る 。

イ 産業廃棄物処理指導要綱の施行

県内の産業廃棄物を適正に処理す る た め には 、 そ の地域の実情に応 じた処理施設の確保が重要

であ る 。

こ のため 、 県では 、 産業廃棄物処理施設の設置を め ぐ っ て の設置予定者 と地域住民等 と の紛争

の防止に努め 、 地域 と共存 した処理施設の確保を図 る ため 、 ｢鳥取県産業廃棄物の処理に関す る

指導要綱｣ 及び ｢産業廃棄物処理施設等の立地環境に関す る 指針｣ を策定 し 、 平成 4 年 4 月 1 日

か ら施行 し た 。

こ の要綱では 、 処理業者等が行 う 処理施設の設置及び維持管理に関 し必要な事項を定め る と と

も に 、 県外産業廃棄物の搬入に係 る事前協議制度を規定 し 、 搬入産業廃棄物の厳正な管理を図 っ

てい る 。

ま た 、 平成 5 年度には 、 こ の要綱の円滑な運用 を図 る ため 、 ｢産業廃棄物最終処分場の構造指

針及び維持管理指針｣ を策定 し 、 平成 6 年 6 月 1 日 か ら施行 し た と こ ろ であ る 。 さ ら に 、 平成 7

年度には 、 ｢産業廃棄物中間施設の構造指針及び維持管理指針｣ を策定す る こ と と して お り 、 今

後は 、 こ れ ら の指針に基づ き産業廃棄物処理施設の適正な設置及ひ管理を確保す る よ う 処理業者

等を指導 してい く こ と と してい る 。

ウ 医療廃棄物の適正処理対策

病院、 診療所、 衛生検査所等の医療関係機関か ら排出 さ れ る 医療廃棄物につ い て は 、 感染事故

の発生につ な が ら な い よ う 滅菌等の処理が完全にな さ れな ければな ら な い 。

県で は 、 厚生省か ら示 さ れた ｢医療廃棄物処理ガ イ ド ラ イ ン ｣ を基本 と して平成 2 年 2 月 に

｢鳥取県医療廃棄物処理指導指針｣ を策定 し 、 医療廃棄物の適正処理に努め て き た 。

さ ら に 、 平成 3 年10月 の廃棄物処理法の改正に伴い厚生省か ら示 さ れた ｢感染性廃棄物処理マ

ー ュ ァ ル｣ に基づ き 、 新た に ｢鳥取県医療廃棄物適正処理指針｣ を策定 し 、 平成 5 年 4 月 1 日 か

ら施行 し 、 適正処理を推進 して い る 。

ェ 不法投棄対策の推進

全国的な最終処分場の不足や道路交通網の整備に伴い 、 本県 におい て も 産業廃棄物の不法投棄

の増大が懸念 さ れて い る と こ ろ で あ る が 、 こ の産業廃棄物の不法投棄の早期発見及び未然防止を

図 る た め 、 ｢産業廃棄物不法投棄民間監視員制度｣ を平成 3 年 2 月 に設置 した。

監視員は 、 市町村長の推薦に よ り 知事が委嘱 (市及び 日 南町 2 名 、 町村 1 名 ) し て お り 月 に

2 日 間 、 担当市町村の区域におけ る パ ト ロ ール活動に当た っ て い る 。

ま た 、 不法投棄事案の処理について 、 市町村及び警察等関係機関 と の連絡体制を強化 し 、 投棄

者の究明 を行 う と と. も に 、 投棄物の処理及び再発防止を図 る ため 、 平成 4 年 6 月 に ｢鳥取県産業
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廃棄物不法投棄事案処理指針｣ を策定す る と と も に 、 投棄者不明 の場合の原状回復措置 と し て市

町村への助成制度を創設 した。

オ 公共関与に よ る 処理

近年、 産業廃棄物について は 、 民間事業者に よ る 最終処分場等処理施設の整備が困難 と な る と

と も に 、 不法投棄等不適正処理が増加す る な ど 、 産業廃棄物を巡 る 問題は社会問題と な っ て い る 。

こ の様な状況の中で県では 、 平成 4 年度か ら 5 年度 に か けて 、 専門の委員会を設置 し 、 公共が

関与 し た産業廃棄物処理の必要性、 公共関与事業の事業主体の形態等につい て検討を行 っ た 。

こ の結果、 公共が関与 した産業廃棄物処理事業の必要性と と も に 、 公共関与事業の事業主体は 、

排出事業者責任を最大限に履行で き る 官 (県 、 市町村) 民共同 出資に よ る ｢第三セ ク タ ー方式｣

が望 ま し い等の報告が な さ れた 。

県では 、 こ の報告を受けて 、 平成 6 年度に産業廃棄物処理のため の第三セ ク タ ー の設立準備に

着手 し 、 平成 6 年12月 に ｢財団法人鳥取県環境管理事業セ ン タ ー ｣ (以下 ｢セ ン タ ー｣ と い う 。 )

が発足 し た と こ ろ であ る 。

セ ン タ ーでは 、 平成 7 年 8 月 に産業廃棄物処理施設 (東部処分場) の建設場所や規模等を決定

し 、 地元へ協力要請を行 う と と も に 、 建設へ向けて の準備に取 り か か っ てい る と こ ろ であ る 。

県 と し て も 、 公共関与事業の 円滑な推進を図 る た め 、 セ ン タ ー に職員 を 出 向 さ せ る と と も に 、

全面的に セ ン タ ー の業務を支援 して い る と こ ろ であ る 。
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第 9 章 中小企業に対する貸付け

表140 鳥取県中小企業設備資金制度 (平成 6 年度)

貸 付 対 象 中 小 企 業 者 又 は 事 業 協 同 組 合 等

対 象 施 設

貸 付 限 度 額

貸 付 利 率

返 済 方 法

取 扱 金 融 機 関

土地、 建物、 構築物、 機械設備

5 , 000 万円以内 (組合等 5 , 000 万円以内 )

年 4 . 0%以内 (保障付の場合年 3 . 6%以内 )

12 年以内 ( 2 年以内 の据置き を含む。 )

県指定金融機関

　 　
l

　
　

表141 公害防止資金貸付実績

年 度 貸 付 件 数 貸 付 金 額

昭和60

6 1

6 2

6 3

平 成 元

2

3

4

5

6

2 件

O

8

O

1

3

2

1

O

O

3 5 0 0 万円

1 4 0 7 8

1 5 0 0

6 3 2 0

3 8 3 0

5 0 0 0

表142 施設別貸付実績

＼＼逸遊迦年度

汚 水 処 理 施 設 ぽい じ ん 防止施設 そ の 他

件 数 貸 付 金 額 件 数 貸 付 金 額 件 数 貸 付 金 額

昭 和 6 0

6 1

6 2

6 3

平 成 元

2

3

4

5

6

2一8一1321
3 , 5 0 0

1 4 0 7 8

1 5 0 0

6 3 2 0

3 8 3 0

5 0 0 0
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(2) 中小企業近代化資金等助成法に よ る 設備近代化資金 (無利子) に よ る 貸付け

表143 中小企業設備近代化資金貸付実績

年 度 件 数 金 額 対 象 施 設

昭 和 5 9

6 0

6 1

6 2

6 3

平 成 元

2

3

4

5

6

} 該当 な し 件
2

5

1

2

万円

8 7 3

7 , 3 8 6

1 , 1 5 0

1 9 8 0

汚水処理施設

汚水処理施設

汚水処理施設

汚水処理施設、 産業廃棄物処理装置

(3) 中小企業金融公庫、 国民金融公庫に よ る貸付け

表144 中小企業金融公庫、 国民金融公庫に よ る貸付実績

(産業公害防止貸付 ) ( 公 害 貸 付 )

＼＼＼遼遠年度

中小企業金融公庫 国 民 金 融 公 庫

件 数 金 額 件 数 金 額

昭 和 5 9

6 0

6 1

6 2

6 3

平 成 元

2

3

4

5

6

2 件

4

2

2

2

3

9 0 0 0 万 円

2 1 0 0 0

3 4 0 0

3 , 5 0 0

6 , 0 0 0

1 5 0 0 0

一 件

1

2

1

一 万 円

1 0 0

8 3 0

8 5 0

(4) 環境事業団貸付け

表145 環境事業団貸付実績

年 度 件 数 金 額 対 象 施 設

昭 和 5 9

6 0

6 1

6 2

6 3

平 成 元

2

3

4

5

6

、 件

> 該当 な し

2

万円

2 4 7 0 0 産業廃棄物処理施設 、 汚水処理施設
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第10章 公害紛争処理 公害苦情等

第 1 節 公害紛争処理制度の現況

公害をめ ぐ る紛争は 、 因果関係の解明 が困難な と こ ろ か ら 、 公害の裁判に よ る解決に膨大な時間 と 費

用を要す る の が実情であ り 、 し か も 公害の被害は単に財産上の被害に と ど ま らず 、 人の健康、 生命に及

ぶ場合 も 少な く な く 、 ま た 、 被害者は比較的弱い立場にあ る 一般住民であ る のが通例であ る 。

こ の ため 、 赤。公 と は別に紛争を早期に解決す る こ と を 目 的に 、 昭和45年に公害紛争処理法 (昭和45年

法律第108号) が制定 さ れた 。

こ の法律に規定す る紛争処理の方法は 、 あ っ せん 、 調停、 仲裁並びに裁定 と な っ て お り 、 紛争処理機

関は 、 中央機関 と都道府県 と が あ り 都道府県の機関につ いては 、 常設の審査会方式の機関 と紛争処理

にあた る べ き候補者を あ ら か じ め委嘱 して お く 名簿方式 と が あ る 。

本県の場合は 、 名簿方式を採用 し 、 公害審査委員候補者13名 を お き 、 公害紛争事件が 申 。青 さ れた場合

は 、 知事が候補者の中か ら 3 人の委員 を指名 し 、 公害紛争の処理に あた る体制を と っ て い る 。

第 2 節 公害苦情受理処理状況

1 公害苦情受理状況 (県、 市町村新規受理分)

(1 ) 平成 6 年度におけ る 本県の公害苦情受理件数は142件であ り 平成 5 年度129件に比べ13件増加 し

て い る 。

(2) 年度別公害苦情種類別受理件数は 、 次の と お り であ る 。

＼＼＼＼、 年度
、＼＼＼、
淫類 、＼＼＼＼公害の種類

平 成 元 平 成 2 平 成 3 平 成 4 平 成 5 平 成 6

大 気 汚 染 2 9 1 8 9 1 3 9 1 4

水 質 汚 濁 1 8 4 1 2 1 1 9 2 5 1 7

騒 音 3 2 2 5 1 2 1 8 1 2 3 1

振 動 2 1 2 1 6

悪 臭 3 3 1 9 1 2 1 9 2 2 3 2

土 壌 汚 染

そ の 他 3 1 3 7 9 8 6 1 6 0 4 2

。十 1 4 5 1 4 1 1 5 2 1 3 2 1 2 9 1 4 2

公害の種類別苦情は 、 平成 6 年度受理件数では 、 水質17件 ( 12%) 悪臭32件 (22%) 騒音31
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件 (22% ) 、 振動 6 件 ( 4 %) 、 大気汚染14件 ( 10% ) 、 そ の他42件 ( 30%) と な っ て い る 。

(3 ) 受理件数の多い市町村は 、 米子市49件 (前年度42件) を最高に 、 鳥取市34件 (前年度 7 件) 境港

市16件 (前年度14件) 日 吉津村11件 (前年度 9 件) の順 と な っ て お り ほ と ん どが市部に集中 し て

い る 。

2 公害苦情の処理状況 (県 、 市町村新規受理分)

平成 6 年度におけ る 公害苦情件数142件中解決 し た も の 141件で 、 解決率は99% と な っ て い る 。

平成 6 年度の公害苦情種類別処理状況は 、 次の と お り であ る 。

＼＼＼癸盆公害の種類

受 理 件 数 A 解 決 件 数 B 解決率 堤 x則) %

大 気 汚 染 1 4 1 4 1 0 0

水 質 汚 濁 1 7 1 7 1 0 0

騒 音 3 1 3 1 1 0 0

振 動 6 6 1 0 0

悪 臭 3 2 3 1 9 7

土 壌 汚 染

そ の 他 4 2 4 2 1 0 0

。十 1 4 2 1 4 1 9 9

3 公害苦情の種類別発生源内訳 (県 、 市町村新規受理分)

公害の発生源別では 、 製造業27件 ( 19%) 建設業20件 ( 14%) 、 サ ー ビ ス業20件 ( 14%) 、 家庭

生活17件 ( 12%) 、 農業13件 ( 9 % ) 、 卸売 小売業 飲食店 6 件 ( 4 % ) 事務所 2 件 ( 2 %)

そ の他37件 (26%) な ど と な っ て い る 。

＼＼迪麺種 類
農 業 建 設 業 製造 業

卸 売 ･
小 売 業

飲食店
サー ビス業 家庭生活 事務 所 そ の 他 。十

大 気 汚 染 5 7 1 1 1 4

水 質 汚 濁 2 1 1 5 2 6 1 7

騒 音 2 7 7 4 3 5 3 3 1

振 動 3 1 1 1 6

悪 臭 5 1 1 0 9 3 2 2 32

土 壌 汚 染

そ の 他 4 4 1 1 1 6 25 42

。十 1 3 20 27 6 20 17 2 37 142
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表146 平成 6 年度公害苦情件数＼ 新規 繰越 合。十 理
瀉

処
解

年
越

翌
繰

合。十 備考鳥取市 “
性

Q
U

4
性

Q
J

4
1

h
d

4
1

Q
V米子市 ハ

リ

“
性 ･.

Q
J

“
喰

Q
J

4
±

Q
〉

4
4倉吉市 2 n乙

ハソ
ム

n
乙境港市 A

V

1
4

に
〕

T
一二

久
〕

T
L

ハ
○

T
上

一岩美郡 国府町岩美町福部村

一八頭郡 郡家町 船岡町

-河原町 -八東町若桜町 用瀬町佐治村 智頭町

L気高郡 気高町鹿野町

一青谷町 一東伯郡 羽合町 泊村東郷町三朝町 1 1 1
4

T
L関金町北条町 大栄町東伯町赤碕町 1

r1 T
L

T
IL西伯郡 西伯町会見町 岸本町 2 2 ?

“

ハ
ノ
ム日吉津村 1

具

1
4

11 1
4

1
よ

1
4

1
4淀江町 大山町名和町 中山町日野郡 日南町

L日野町江府町溝口町 1 1 1
▲

T
･具

県 A
V

n
乙

2 n
b

リ
ム

に
J

リ
ム

Q
J

O
O

リ
ム

話 142 3 145 1
4

4
士

、
.上

4
1

に
tV

4
字

1
4
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表147 公害の種類別件数 (新規)※ 大気 水質 土壌 騒音 振動 悪臭 話 その他 合。十鳥取市 1 8 Q
V

斗
上

2 4
±

R
Y

^乙 6 4
±

O
J米子市 7 1 リ

ム

1
4

2 9 1
4

Q
J

O
O

乍
上

^
〕
〉

“
士倉吉市 ▲ 1 1 1 2境港市 つ

乙

1 Q
J

1 1 8 8 ぬ
U

1
4岩美郡 国府町岩美町福部村八頭郡 郡家町 船岡町 河原町 八東町

ー若桜町用瀬町佐治村 智頭町気高郡 気高町鹿野町青谷町東伯郡 羽合町泊村東郷町三朝町 1 1
4

1
4関金町北条町 大栄町東伯町 赤碕町 1

4

T
具西伯郡 西伯町会見町 岸本町 1

4

T
上

1
ユ

リ
ム日吉津村 1 3 ク

ム

｢
IL

4
1

n n淀江町 大山町名和町 中山町日野郡 日南町 日野町江府町溝口町
県 3 3 Q
J

T
上
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V

T
･上
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I
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第 3 節 企業の公害防止管理者等の設置

1 公害防止管理者等の 。没置

昭和46年 6 月 に制定 さ れた ｢特定工場におけ る 公害防止組織の整備に関す る 法律｣ に よ り 、 一定の

用件を備えた特定施設を有す る 工場は 、 そ の特定施設の区分 (大気、 水質、 騒音、 粉 じ ん 、 振動) ご

と に公害防止管理者を選任す る こ と を義務付け ら れ 、 こ の ほ か 、 従業員の数、 工場の規模に よ っ ては 、

公害防止統括者、 公害防止主任管理者 も選任 し な ければな ら な い こ と に な っ て い る 。 本県にお いて公

害防止管理者を選任 して い る工場数は54工場であ る 。

表148 公害防止管理者等設置状況 (平成 7 年 3 月 31 日 現在)

業 種 名 工場数 公害防止統括者
大 気 関 係

公害防止管理者

水 質 関 係

公害防止管理者

騒音関係公害防止管理者 粉じん関係公害防止管理者 振動関係公害防止管理者 公害防止主任管理者第一種 第二種 第三種 第四種 第一種 第二種 第三種 第四種
Qの 食 料 品 製 造 業 7

5

(4 )

5

( 5)

3

(2 )

Qの た ば こ 製 造 業 1
1

( 1 )

1

( 1 )

凹 繊 維 工 業 1
1

( 1 )

同 木 材 、 木 製 品 製 造 業 1
1

( 1 )

1

( 1 )

⑬ 斌 粛 ど品 ‐製 紙造 業 2
2

(2)

1

(2 )
1

2

( 3 )

1

( 1 )

油 ･石

石 炭 製 品 製 造 業
12

5

(5 )

1

( 1 )

1 1

( 10 )

1

( 1 )
業 ･窒

25 中 一 期 [ 籍 、“ …
土 価 製 品 製 造 業

16
8

( 9 )

2

( 2 )

1 5

( 1 5 )

解) 鉄 鋼 業 3
3

( 2 )

1

( 1 )

2

( 2 )

2

( 1 )

解) 金 属 製 品 製 造 業 8
8

( 5)
1

( 1 )

5

( 3)

3

(2 )

4

(3 )

回 電 気 機 械 器 具 製 造 業 2
2

( 1 )
1

｣

1

( 1 )
1

団 ガ ス 業 1 1 1

。十 54
37

( 31 )

3

(2 )

1

( 1 )

2

( 1 )

2 1

( 19 )

3

( 5)

6

( 3 )

3

(2 )

5

(4 )

16

( 1 6 )

6

(4 )

1

( 1 )

俎) 1 業種番号、 業種名 は 日 本産業分類に よ る 。

2 ( ) は 、 代理者の数であ る 。
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